
様

記

① 求人情報および企業紹介等の取組について 安田商工会青年部

商工観光課

　平成27年8月28日付け、阿議第154号で依頼のこのことについて、下記のとおり

回答いたします。

　

　求人情報の取組につきましては、新しい情報を迅速にお届けするため、「ハ

ローワークインターネットサービス」および「新潟WORK NAVI」のウェブサイト

がご覧になれるよう、平成27年3月に市のホームページをリニューアルいたしま

した。

　「ハローワークインターネットサービス」には、全国の求人情報が集まってい

るため、ご希望の条件で、さまざまな業種、職種の情報をご覧いただくことがで

きます。

　「新潟WORK NAVI」については、県内ハローワークごとの情報が閲覧でき、

「ハローワーク新発田」のウェブサイトからは、阿賀野市をはじめハローワーク

管内の最新の求人情報や、説明会・セミナー等の情報をご覧いただくことができ

ます。

　なお、インターネットをご利用できない方には、市役所玄関フロアに毎週発行

される「ハローワーク新発田」、「ハローワーク新潟」および「新津のウィーク

リー求人情報」を常置し、ハローワークまで足を運ばなくても求人情報をご覧に

なれるよう、配慮しております。

　企業紹介等の取組につきましては、ご意見のとおり市内には魅力がありなが

ら、あまり知られていないことが原因で、人材が集まらないという企業があるこ

とも承知しております。

　このような課題解決の一手段として、市内企業情報のデータベース化・検索サ

イトの開設なども有効と考えており、市内企業のご意見をお聞きしながら検討す

るとともに、マスメディアからの発信、広報あがのへの掲載も大きな効果がある

ことから、市民の皆様からの情報を基に、これらの活用に努めて参ります。

（内線344）商工振興係

件 名

阿 総 第 963 号

田 中 清 善阿賀野市長

平 成 27 年 9 月 10 日

「第13回議会報告会」における市民からの要望等について（回答）

阿賀野市議会議長　石　川　恒　夫

産業建設部担当



②

③

　各種イベントにつきましては、現在実施している事業の統合やグレードアッ

プ、スクラップアンドビルド等により、大勢の力と知恵を結集すればより良いイ

ベント開催が可能であると考えられます。

　さらには、ご意見のとおり企業との連携により事業費財源の捻出や確保のみな

らず、企業の社会的貢献、企業ＰＲ等の効果が、ひいては人材の確保につながる

ものと確信するものです。

　市は、全てのことに「お金がないからできません。」という姿勢ではなく、あ

がのわくわく産業フェア、阿賀野『食』ビジネスマッチング事業等には補助金を

交付していることなどからも、地域活性化や産業振興に結び付く事業について

は、今後も支援して参りたいと考えておりますので、企業との連携も含め、ぜひ

とも、新たな提案をお願いいたします。

（内線344）

件 名

件 名 各種イベント開催に伴う企業との連携について 安田商工会青年部

産業振興基本条例に基づく取組について 安田商工会青年部

　「阿賀野市産業振興条例」による施策を推進するため、平成24年に事業者や関

係機関・団体等の参画のもと、「阿賀野市産業経済振興基本計画」を策定いたし

ました。

　この計画は、すべてコンサルに頼るものはでなく、検討委員会、4つの専門部

会の設置をはじめ、市民ならびに市内事業者に対する「産業経済実態調査」の実

施、市外から見た阿賀野市のイメージや認知度を調査するため、新潟市民約500

名の協力を得て、「市外生活者アンケート」などを実施して策定したものです。

　計画に盛り込んだ「取組メニュー」は、決して行政だけで取り組むものではな

く、また、必ず行政が主導するものでもありません。

　この計画が足がかりとなり、「あがのわくわく産業フェア」の開催や、「阿賀

野ドリームプロジェクト」の発足など、活性化に向けた動きにつながったのもの

と認識しているところです。

　さらに、複数事業者の連携による新商品の開発や新しい事業の立ち上げなど、

事業者等の主体的な取組が展開されており、基本計画の策定が地域力再生の原動

力になっているところです。

　しかしながら、「本気になって取り組んでいない」というご意見を真摯に受け

止め、引き続き、条例と計画に基づいた施策をしっかりと推進して参りたいと考

えております。

担当 産業建設部 商工観光課 商工振興係

担当 産業建設部 商工観光課 商工振興係 （内線344）



④

⑤

⑥

　

　市で所有している公共施設、土地などの資産を、どう活用していくかは重要な

課題であると考えております。

　施設再編に伴い、使用しなくなった「消防の分遣所」や「旧学校施設」など、

市で使用しない土地・建物などの遊休財産については、売却や貸付を基本に、ま

た、施設の余剰部分についても、他用途への変更や機能を集約するなど、有効利

用を図って参りたいと考えております。

　民間から広く活用提案を募り、官民連携して施設の活用を図っていくことも、

一つの方法であると考えておりますので、市民の皆様からの活用提案をお待ちし

ております。

担当 総務部 管財課 財産管理係 （内線272）

件 名 公共施設および土地等の有効利用について 安田商工会青年部

件 名

　

　市が継続的に発展し活性化するための社会基盤施設として、阿賀野バイパスに

関連した道路網の整備に努めているところであります。

　その中で、阿賀野市観光の拠点である五頭温泉郷と阿賀野バイパスのアクセス

は、阿賀野市が目指す各地区均衡のとれた道路網の整備という観点からも重要で

あり、かつ、地域産業の活性化に欠かせないものと考え、引き続き県の協力を得

ながら、幹線道路としての整備計画を進めて参ります。

担当 産業建設部 建設課 計画調整係 （内線315）

村杉・大日国道49号阿賀野(水原)バイパスからの道路建設について

件 名 大日原演習場地元自治会に対する、還元措置について 村杉・大日

　日ごろ、大日原の演習で周辺自治会の皆様に多大なるご迷惑をおかけしており
ますことは、市といたしましても、十分に認識をしているところであります。
　ご意見等につきまして、陸上自衛隊新発田駐屯地業務隊 管理科 演習場係に、
確認いたしました。
　地元自治会に対し、防衛予算から配分できるものは、ありませんとの回答であ
りました。
　また、早朝の訓練につきましても地元自治会の皆様のご理解とご協力をお願い
したいとのことでありました。

担当 総務部 総務課 庶務係 （内線267）



⑦

⑧

件 名 空き家対策について 村杉・大日

　空き家対策として、国において「空き家対策の推進に関する特別措置法」が平

成27年5月26日に施行され、「特定空き家等に対する措置」に関する適正な実施

を図るための指針が示されました。

　特定空き家等とは、倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態、著しく

衛生上有害となるおそれがある状態、著しく景観を損なっている状態、周辺の住

環境の保全を図るために放置することが不適切である状態を、判断基準としてい

ます。

　また、特定空き家等に認定されると、固定資産税の住宅用地に対する税負担を

軽減する、課税標準の特例措置が受けられなくなります。

　市といたしましても、平成26年3月に「阿賀野市空き家等の適正管理及び有効

活用に関する条例」を施行し、この条例に基づき平成26年度に立入調査、実態調

査を実施したところであります。

　今後、特定空き家につきましては、実態調査を参考に老朽危険建物等を特定空

き家として認定し、空き家の管理不十分な状態の解消、および空き家等の有効活

用の対策を進めて参ります。

担当 産業建設部 建設課

件 名 ブヨの駆除対策について 村杉・大日

　ブヨの駆除対策につきましては、以前は河川等に投与し駆除する薬剤の現物支

給をしておりましたが、平成20年に薬剤の製造が中止されことを受け、取りやめ

た経緯があります。

　その理由は、代用薬剤がいずれも幼虫脱皮阻害剤であり、他の生態（トンボや

ホタルの在来種及び水生生物等）に影響を与える恐れがあることや、「安全・安

心」を掲げる有機農業への取組に配慮したものです。

　それに代わる対策として、ブヨの成虫の隠れ場となるヤブを刈り払いしたり、

幼虫が付着している集落内の水路の清掃、およびブヨの天敵となるトンボを増や

すなどにより、生息数や生息場を減らす方法が考えられます。

　なお、平場のやぶに生息するブヨ退治に関しましては、樹木に付いたアメシロ

等の衛生害虫防除を目的とした、薬剤の補助や防除機器の無償貸出しをしており

ますが、趣旨を逸脱しない範囲において、集落内の一斉防除に活用できるものと

思われますので、市民生活課 環境係にご相談ください。

担当 民生部 市民生活課 環境係 （内線217）



⑨

⑩

件 名 村杉のメイン通りの消雪パイプメンテナンスについて 村杉・大日

　ご要望の消雪施設につきましては、毎年実施している点検により、水の出具合

や不良箇所を確認し、状況把握に努めているところであります。

　平成28年度に消雪井戸の掘替えを予定しておりますので、それまでの間、連続

して水の出ない不良箇所については、ノズルの調整や交換を行うなど、改善に努

めて参ります。

担当 産業兼設備 建設課

件 名 「住みやすさ」についての、評価要素の検討について 千唐仁

　㈱東洋経済新報社が、全国の都市を対象に毎年公表している「住みよさランキ

ング」において、2015年のランキング結果が公表され、阿賀野市は、1位の妙高

市、2位の小千谷市に次ぎ、県内3位にランクされました。

　「住みよさランキング」は、現状の各都市が持つ“都市力”を「安心度」「利

便度」「快適度」「富裕度」「住居水準充実度」の5つの観点に分類し、採用15

指標について、それぞれ平均値を50とする偏差値を算出し、その単純平均を総合

評価としてランキングするものです。

　阿賀野市が県内3位になった要因を分析・検証したところ、「住居水準充実

度」の観点が全国18位となっていることと、その他の４観点についても、順位を

下げるものが特段なかったためと考えられるところであります。

　「住居水準充実度」では、①住宅延べ床面積（1住宅あたり）と②持ち家世帯

比率、の2つの指標が採用されており、阿賀野市は、2014年のランキングでも、

「住居水準充実度」で、全国15位となっています。

　2015年の「住居水準充実度」全国20位以内には、新潟県内の市が阿賀野市を含

め4市、北陸3県（富山、石川、福井）の市が9市入っているのが、地域全般の特

徴となっています。

　この「住みよさランキング」が、総合的に住みよさを表すものとは思いません

が、指標の一つとして、今後も参考にして参りたいと考えております。

担当 総務部 市長政策課 企画経営係 （内線261）


